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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成19年厚

生労働省令第157号。以下「実施基準」という。）第17条の規定に

基づき厚生労働大臣が定める特定健康診査及び特定保健指導の実施

に係る施設、運営、記録の保存等に関する基準は、特定健康診査（

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「法

」という。）第18条第１項に規定する特定健康診査をいう。以下同

じ。）又は特定保健指導（同項に規定する特定保健指導をいう。以

下同じ。）の実施を委託する場合を除き、特定健康診査の実施につ

いては、第１に掲げる基準とし、特定保健指導の実施については、

第２に掲げる基準とする。この場合において、令和12年３月31日 

までの間は、第２の１の⑶及び⑷中「又は管理栄養士」とあるのは

「、管理栄養士又は保健指導に関する一定の実務の経験を有する看

護師」と、第２の１の⑸及び⑹中「保健師、管理栄養士」とあるの

は「保健師、管理栄養士、保健指導に関する一定の実務の経験を有

する看護師」とする。なお、保険者は、法第26条第１項の規定によ

り、その加入者の特定健康診査及び特定保健指導の実施に支障がな

い場合には、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健

指導を行うことができることとされている。当該規定により他の保

険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行う保険者は

、法第28条第１項の規定により、その実施を委託する場合には、特

定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第１項の規

定に基づき厚生労働大臣が定める者（平成25年厚生労働省告示第92

号）に規定する基準を満たす者に委託しなければならない。 

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成19年厚

生労働省令第157号。以下「実施基準」という。）第17条の規定に

基づき厚生労働大臣が定める特定健康診査及び特定保健指導の実施

に係る施設、運営、記録の保存等に関する基準は、特定健康診査（

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「法

」という。）第18条第１項に規定する特定健康診査をいう。以下同

じ。）又は特定保健指導（同項に規定する特定保健指導をいう。以

下同じ。）の実施を委託する場合を除き、特定健康診査の実施につ

いては、第１に掲げる基準とし、特定保健指導の実施については、

第２に掲げる基準とする。この場合において、平成36年３月31日 

までの間は、第２の１の⑶及び⑷中「又は管理栄養士」とあるのは

「、管理栄養士又は保健指導に関する一定の実務の経験を有する看

護師」と、第２の１の⑸及び⑹中「保健師、管理栄養士」とあるの

は「保健師、管理栄養士、保健指導に関する一定の実務の経験を有

する看護師」とする。なお、保険者は、法第26条第１項の規定によ

り、その加入者の特定健康診査及び特定保健指導の実施に支障がな

い場合には、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健

指導を行うことができることとされている。当該規定により他の保

険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行う保険者は

、法第28条第１項の規定により、その実施を委託する場合には、特

定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第１項の規

定に基づき厚生労働大臣が定める者（平成25年厚生労働省告示第92

号）に規定する基準を満たす者に委託しなければならない。 

 


